
1 

 

主          文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 被告は，インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサ

イト（http://tabelog.com）から，別紙店舗目録記載の店舗に係る情報が掲載

された部分（http://tabelog.com/hokkaido/*****）を削除せよ。 

 ２ 被告は，原告に対し，２２０万円及びこれに対する平成２５年４月１日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は，別紙店舗目録記載の店舗（以下「本件店舗」という。）を経営して

いる原告が，インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブ

サイト（http://tabelog.com）（以下「本件サイト」という。）を運営管理し

ている被告に対し，本件サイトのウェブページ（http://tabelog.com/hokkaido

/*****）（以下「本件ページ」という。）に本件店舗に係る情報（店舗の名称

を含む。）を掲載していることについて，不正競争防止法（以下「不競法」と

いう。）２条１項２号（以下「本号」という。）所定の不正競争に該当し，又は

原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して，不競法

３条１項に基づく差止請求又は名称権等に基づく妨害排除請求として本件ペー

ジの削除を求めるとともに，不競法４条又は民法７０９条に基づく損害賠償及

びこれに対する原告が被告に対して本件ページの削除を求めた後の平成２５年

４月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を

求めている事案である。 

 ２ 前提事実（争いのない事実のほか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易

に認められる事実） 
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 （１）原告は，平成＊＊年＊＊月＊＊日会社成立の，宅地建物取引業等を目的と

する有限会社であり，「Ａ丼Ｂ」という名称（以下「本件名称」という。）

を用いて，本件店舗を経営している。 

 （２）被告は，平成＊＊年＊＊月＊＊日会社成立の，広告宣伝の情報媒体の販売

等を目的とする株式会社であり，本件サイトを運営管理している。 

（３）本件サイトは，全国各地の飲食店に関して，本件サイトに会員登録をした 

一般ユーザー（以下「ユーザー会員」という。）等が行う，店舗の名称，ジ

ャンル，住所，電話番号，営業時間等の基本情報，店舗に対する評価，店舗

や料理の写真に関する投稿（以下，ユーザー会員が本件サイトに投稿する情

報を，被告が用いる用語に従い，「口コミ」ということがある。）を集積し

たウェブサイトである。 

一般消費者は，本件サイトを利用し，飲食したいジャンルや地域から飲食店 

を検索するなどして，飲食店ごとに掲載されている基本情報や口コミ等の情報

を入手し，飲食店選びの参考にすることができる。また，ユーザー会員は，掲

載されている飲食店について，口コミを投稿することができるほか，未登録の

飲食店については，その飲食店の基本情報を新たに登録することもできる。 

他方，飲食店の側も，本件サイトに店舗会員（以下「店舗会員」という。） 

として登録すれば，自店舗の基本情報の登録や編集に加え，説明文や写真の掲

載を行うなどして，顧客を吸引するための情報を自ら発信することができる

（乙５）。 

（４）平成２５年３月における本件サイトの月間利用者数は約４５４６万人であ 

り，月間総ページビュー数は約１１億２４９５万ページである。 

   また，同年９月２０日時点で，本件サイトに登録されている店舗数は約７  

５万件であり，ユーザー会員による口コミの投稿数は約４７３万件であった

（乙２３の７）。 

 （５）原告ないし原告の関係者は，平成２４年１月１６日，ユーザー会員として，
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本件サイトに本件店舗の基本情報を登録した。これ以降，本件サイト内には

本件ページが掲載され続けている。 

    原告は，同年７月３１日，本件サイトに店舗会員として登録した。  

 （６）原告は，平成２４年１２月頃，本件名称及び原告代表者名を用いて，被告

の担当窓口に宛てた電子メールにより，ユーザー会員による本件店舗に関す

る投稿のうち，食べかけの料理の写真（以下「本件写真」という。）の削除

を，次いで，「料理が出てくるまで４０分くらい待たされ」た旨の口コミ（以

下「本件口コミ」という。）の削除を求めた。 

    これを受け，被告は，本件写真を削除した。しかし，本件口コミについて

は，被告は，原告に対し，本件サイトに掲載されている飲食店側から，投稿

されている口コミの内容が事実と異なるとの指摘があった場合，被告では実

際の食事内容や店舗の営業内容を把握していないので，投稿者に対し，当該

店舗から指摘を受けたことを説明した上で口コミの修正を依頼している旨回

答し，被告自らは本件口コミの削除をすることはしなかった。（乙４の１な

いし３） 

 （７）原告は，被告に対し，平成２５年３月２５日，本件ページの削除を求めた

が，被告はこれに応じなかった。 

    また，原告は，被告に対し，同年４月，本件ページの削除及び損害賠償を

求める文書を送付したが，被告はこれにも応じなかった。 

 ３ 争点 

 （１）本件ページへの本件名称の掲載が本号（不競法２条１項２号）所定の不正

競争に当たるか（争点１） 

ア 本件名称が著名な商品等表示に当たるか 

イ 本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用  

に当たるか 

 （２）本件ページへの本件名称の掲載が原告の人格権に由来する名称権等の侵害
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に当たるか（争点２） 

 （３）原告の損害及びその額（争点３） 

 （４）店舗会員の会員規約による制限及び免責（争点４） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１（本件ページへの本件名称の掲載が本号（不競法２条１項２号）所定  

の不正競争に当たるか） 

 （１）原告 

   ア（本件名称が著名な商品等表示に当たるか） 

本件店舗は，本件訴え提起の時点でオープンから約２年６か月が経過し， 

札幌市及びその周辺地域で広く読まれている雑誌やフリーペーパー等で紹

介され，テレビ番組や個人のブログでも取り上げられている。インターネ

ットが普及した現代社会にあっては，一般消費者も全国各地の情報を容易

に入手できるから，全国的な知名度を必要とする本号の伝統的理解にとら

われるべきではなく，本件店舗は，北海道内におけるＡ丼専門店として一

定の知名度と信用，評価を得ているから，本件名称は著名であるといえる。 

   イ（本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用

に当たるか） 

     本件サイトは，新聞や雑誌，一般のブログ等とは異なり，掲載された情

報に経済的価値を認め，広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし

ているから，本件ページを含め，飲食店の情報が掲載されたウェブページ

は，それぞれが独立して経済的価値を有し，取引の対象となっているとい

うことができ，商品性があるので，被告は，本件名称が表示された本件ペ

ージを本件サイトに掲載することにより，原告の商品等表示に当たる本件

名称を使用しているものである。 

 （２）被告 

   ア（本件名称が著名な商品等表示に当たるか） 
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原告の主張は，否認ないし争う。 

     本号の「著名」とは，著名表示の保護が広義の混同さえ認められない全

く無関係な分野にまで及ぶものであることから，通常の経済活動において，

相当の注意を払うことにより，その表示の使用を避けることができる程度

に知られていることが必要であり，具体的には全国的に知られているよう

なものが想定されているところ，本件名称は，著名であるとはいえない。 

   イ（本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用

に当たるか） 

原告の主張は，否認ないし争う。 

     本件ページに掲載されている本件名称は，本件店舗を特定するために表

示されているにすぎず，被告が本件店舗や本件名称の出所であることを示

すものではなく，被告は，本件名称を自他識別機能又は出所表示機能を果

たす態様で使用していない。 

     したがって，本件ページへの本件名称の掲載は，商品等表示の使用には

当たらない。 

２ 争点２（本件ページへの本件名称の掲載が原告の人格権に由来する名称権等  

の侵害に当たるか） 

 （１）原告 

    個人の氏名や法人，団体の名称は，個人や法人，団体を象徴し，その人格

の枢要部分を構成するものであって，法的保護に値するものである。そして，

屋号や通称であっても，それが個人や法人，団体を象徴するものであれば，

氏名や名称と同様に保護されるべきである。本件名称も，原告を象徴するも

のであるから，原告は，人格的利益に基づき，本件名称を排他的に利用し，

第三者に利用されない権利を有している。したがって，被告が本件サイトの

本件ページに本件名称を掲載することは，原告の上記権利を侵害するもので

ある。 
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    そして，本件サイトは，純粋な営利目的により広範かつ大規模な態様で運

営，公開されているから，本件ページを掲載して公開することは，報道に当

たる新聞や雑誌及び表現行為である個人のブログへの掲載とは全く性質を異

にするものである。また，一般消費者からの情報提供により成り立っている

いわゆる口コミサイトの中には口コミの削除要求に応じるものもあるのであ

って，これらの運営管理者と被告との間に特段の差異はなく，被告は口コミ

の削除要求に応じることによる影響を過大視して，これを拒否しているので

ある。実際に，原告には，本件店舗について否定的な内容の口コミが投稿さ

れた翌日，来客数が減少する実害が生じている。 

    原告には，特定の営業形態を強制されない自由が保障されているところ，

被告による本件サイトへの本件名称の掲載が，原告の意に反して続けられる

ことにより，原告は，いつ，いかなる形で本件店舗の情報を発信していくか

の自由を害されることになり，原告の営業権が侵害されている。 

    飲食店が，利用者から評価を受け，それに応えていくべきことは当然なが

らも，原告は，端的に，本件サイトにおいて本件店舗の情報を掲載すること

を拒絶するものである。 

 （２）被告 

原告の主張は，否認ないし争う。 

    本件名称は，飲食店の店舗名であり，原告の名称（商号）ではなく，飲食

物の提供というサービスを識別するためのマーク（役務標章）である。飲食

店の店舗名称は，人格的なものの象徴となるものではなく，単に他の店舗と

識別し特定するための機能を有するにすぎず，商品等表示であるから，不競

法にその規律をゆだねるべきものであり，名称権は認められない。 

    仮に，飲食店の店舗名称に名称権が認められるとしても，一般的に公表さ

れている本件名称を本件サイトに掲載する行為は，名称権の侵害とはなり得

ないものである。そして，本件ページに掲載された情報は知的財産権関係法
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で保護される範囲に含まれず，原告に本件店舗に関する情報一般の掲載を差

し止める権利は存在しないから，原告は，本件ページの削除を求めることは

できない。さらに，本件ページにはユーザー会員が投稿した多数の口コミも

含まれているから，本件ページの削除はユーザー会員の表現の自由に対する

過度な制約に当たり，許されるべきではない。 

    また，営業権に基づく差止請求権等は，物権侵害，人格権侵害，知的財産

権関係法違反以外に認めることはできないか，仮に認められるとしても，極

めて限定的な場合にのみ認められるべきである。原告は，営業権が侵害され

ている事実を具体的に主張しておらず，原告が他のウェブサイトにおいては

自ら情報発信を行っていることも考慮すれば，本件差止請求等は認められる

べき場合に当たらない。 

 ３ 争点３（原告の損害及びその額） 

 （１）原告 

    原告は，被告が本件サイトに本件ページを掲載し続けたことにより，本件

店舗の売上げの減少等少なくとも４７０万８８００円の損害を被っており，

そのうち２００万円及び弁護士費用２０万円を請求する。 

 （２）被告 

    原告の主張は否認する。 

    原告に損害は生じていない。 

 ４ 争点４（店舗会員の会員規約による制限及び免責） 

 （１）被告 

    原告は，本件サイトの店舗会員として登録したもので，店舗会員の会員規

約には，本件サイトに掲載された情報に関して，被告は，情報の削除義務を

負わず，被告は，店舗会員に対して，法的根拠如何に関わらず，一切の損害

賠償義務を負わない旨の規定がある。 

 （２）原告 
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被告の主張は争う。 

    被告が主張する会員規約の規定は，店舗会員の権利を，人格的利益の枢要

部分を構成する名称権を含め，無制限，無限定に放棄させるものであるから，

公序良俗に反し無効である。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 争点１（本件ページへの本件名称の掲載が本号（不競法２条１項２号）所定

の不正競争に当たるか）について 

（１）（本件名称が著名な商品等表示に当たるか） 

   本号（不競法２条１項２号）は，自己の商品等表示として他人の著名な商  

品等表示（以下「著名商品等表示」という。）と同一又は類似のものを使用

する等の行為（以下「著名表示冒用行為」という。）を不正競争としている。 

これに対し，同項１号（以下「１号」という。）は，他人の商品等表示と 

して需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使

用する等して，他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争として

いる。 

  本号は，１号のように混同を生じさせることを要件としておらず，混同が  

生じるか否かを問わずに，著名表示冒用行為を不正競争としているのであり，

本号の著名商品等表示というためには，１号のように商品等表示が需要者の

間に広く認識されているだけでは足りず，当該表示がされた商品等の需要者

や営業地域の枠の内外を問わず広く知られ，高い名声，信用，評価等を獲得

したものであることを要するというべきである。 

  原告は，本件店舗は，札幌市及びその周辺地域で広く読まれている雑誌や  

フリーペーパー等で紹介されたり，テレビ番組等で取り上げられたりしてお

り，インターネットが普及した現代社会にあっては，一般消費者も全国各地

の情報を容易に入手できるから，全国的な知名度を必要とする本号の伝統的

理解にとらわれるべきではなく，本件店舗は，北海道内におけるＡ丼専門店
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として一定の知名度と信用，評価を得ているから，本件名称は著名であるな

どと主張する。 

しかし，原告の上記主張は，特定の地域における特定の商品等の需要者に 

一定の知名度と信用，評価を得ているにすぎない商品等の表示について，一

般消費者がインターネットを通じた情報入手が容易であることを理由として，

混同が生じるか否かを問わず，同一又は類似のものを他の商品等に表示する

行為や他の地域において表示する行為についても，不正競争に該当し，差止

め等ができるとするものであり，本号と１号との相違を無視するもので，他

者の営業活動の自由を妨げること甚だしく，かえって事業者間の公正な競争

や国民経済の健全な発展（不競法１条）を妨げることになるのであって，到底

採用できないものであり，それ自体失当である。 

そして，本件名称については，札幌市及びその周辺地域で発行されている 

雑誌やフリーペーパー等に何回か掲載されたり，テレビ番組で紹介されたりし

た（甲６ないし９，１０の４）というにとどまり，原告の営業地域及びその周

辺のＡ丼専門店等飲食店の需要者の枠を超えて広く知られ，高い名声，信用，

評価等を獲得していると認めるに足りる証拠はない。 

したがって，本件名称は，著名商品等表示に該当すると認めることはでき 

ない。 

 （２）（本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用

に当たるか） 

    本号にいう，自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一又は

類似のものを使用したというためには，単に他人の商品等表示（類似のもの

を含む。）が何らかの形で自己の商品等に付されていれば足りるというもの

ではなく，それが商品等の出所を表示し，自他の商品等を識別する機能を有

する態様で用いられていることを要するというべきである。 

    これを本件についてみると，本件サイトでは，そのユーザーヘルプ内に，
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本件サイトの概要として，飲食店で実際に食事した客が提供した主観的な感

想や評価，写真等を公開し，飲食店の選択の際に参考となるレストランガイ

ドとなることを目的としたウェブサイトである旨が記載されている（乙１）。

また，本件ページにおいても，写真欄には「写真はユーザーが食事をした当

時の内容ですので，最新の情報とは異なる可能性があります。」との断り書

きが記載されており，口コミ欄にも「これらの口コミは，ユーザーがお食事

された当時の内容に基づく主観的なご意見・ご感想です。あくまでも一つの

参考としてご活用ください。」との断り書きが記載されている（乙６）。そ

して，本件サイトを利用する者は，上記各記載のほか，本件サイトの体裁自

体によっても，本件サイトが各地の飲食店の基本情報や口コミを集積し，一

般消費者の利用に供するウェブサイトであることを，容易に認識することが

できる（甲２，乙６，１６，２３の７）。 

そうすると，被告が本件サイト内に本件ページを掲載して一般に公開する 

ことにより行っている本件名称を表示する行為は，ユーザー会員が本件店舗

の評価等に関する口コミを投稿し，一般消費者が本件サイトを利用するに当

たって，本件店舗を本件サイト内において特定したり，本件ページのガイド

や口コミが本件店舗に関するものであることを示したりするために用いてい

るもので，本件サイトの内容の一部を構成するにすぎないものといえる。 

したがって，被告による本件ページへの本件名称の掲載は，被告の商品等 

の出所を表示したり，被告の商品等を識別したりする機能を有する態様で本

件名称を使用しているということはできず，被告が自己の商品等表示として

原告の商品等表示と同一又は類似のものを使用していると認めることはでき

ない。 

（３）以上のとおり，いずれの点からしても，被告が本件サイト内の本件ページ 

に本件名称を表示する行為が，本号所定の不正競争に当たるということはで

きず，原告の本号及び不競法３条１項に基づく差止請求，並びに本号及び不
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競法４条に基づく損害賠償請求は，いずれも理由がない。 

 ２ 争点２（本件ページへの本件名称の掲載が原告の人格権に由来する名称権等

の侵害に当たるか）について 

（１）氏名は，その個人の人格の象徴であり，人格権の一内容を構成するものと 

いうべきであるから，人は，その氏名を他人に冒用されない権利を有する（最

高裁昭和６３年２月１６日第三小法廷判決・民集４２巻２号２７頁参照）と

ころ，これを違法に侵害された者は，加害者に対し，損害賠償を求めること

ができるほか，現に行われている侵害行為を排除し，又は将来生ずべき侵害

を予防するため，侵害行為の差止めを求めることもできると解される（最高

裁昭和６１年６月１１日大法廷判決・民集４０巻４号８７２頁参照）。 

   そして，法人も人格的利益を有しており，その名称がその法人を象徴する  

ものとして保護されるべきことは，個人の氏名と同様であるから，法人は，

その名称を他の法人等に冒用されない権利を有し，これを違法に侵害された

ときは，加害者に対し，侵害行為の差止めや損害賠償を求めることができる

と解すべきである。 

（２）しかし，本件についてみると，法人の名称ではない店舗の名称について個 

人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして，被告は，

本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる

ものの，その態様は，前記１（２）のとおり，本件店舗を本件サイト内にお

いて特定したり，本件ページのガイドや口コミが本件店舗に関するものであ

ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず，本件名

称を用いて，被告が本件店舗を営業しているかのように装ったり，原告が本

件サイトを運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく，本

件店舗や本件サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから，

冒用には当たらない。 

   そうすると，仮に，本件名称が原告を象徴するものであって，原告が本件  
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名称を冒用されない権利を有しているとしても，被告による本件名称を表示

した本件ページの掲載行為は，本件名称の冒用ではなく，原告の上記権利を

侵害するものではないし，他に原告の法的に保護された何らかの権利ないし

利益を違法に侵害したと認めるべき根拠もない。 

なお，原告は，本件サイトは，純粋な営利目的により広範かつ大規模な態 

様で運営，公開されているから，本件ページを掲載して公開することは，報

道に当たる新聞や雑誌及び表現行為である個人のブログへの掲載とは全く性

質を異にする旨，また，一般消費者からの情報提供により成り立っているい

わゆる口コミサイトの中には，口コミの削除要求に応じるものもあり，これ

らの運営管理者と被告との間に特段の差異はなく，被告は口コミの削除要求

に応じることによる影響を過大視している旨主張する。 

しかし，ウェブサイトの規模や影響力の大小，本件サイトと他の類似のウ 

ェブサイトとの間の削除要求に対する対処の相違等は，被告による本件ペー

ジの掲載行為が原告の本件名称に関する権利等を侵害するものであるか否か

を左右するものではなく，原告の上記主張も理由がない。 

（３）また，原告は，原告には特定の営業形態を強制されない自由が保障されて 

いるところ，被告による本件サイトへの本件名称の掲載が原告の意に反して

続けられることにより，原告は，いつ，いかなる形で本件店舗の情報を発信

していくかの自由を害され，原告の営業権が侵害されている旨主張する。 

   しかし，原告の主張自体その趣旨が明らかではなく，本件サイトに本件ペ  

ージが掲載され，本件店舗の情報が発信されたからといって，飲食店として

の本件店舗の営業内容が変更されるものではないし，営業形態が強制される

とすることについて具体的に主張するものでもないから，原告の上記主張も

理由がない。 

（４）そのほか，原告は，飲食店が，利用者から評価を受け，それに応えていく 

べきことは当然ながらも，端的に，本件サイトにおいて本件店舗の情報を掲



13 

 

載することを拒絶するものであるとも主張する。 

   しかし，原告は，法人であり，会社であって，広く一般人を対象にして飲  

食店営業を行っているのであるから，個人と同様の自己に関する情報をコン

トロールする権利を有するものではない。そして，上記のような原告の要求

を認めれば，原告に本件店舗に関する情報が掲載される媒体を選択し，原告

が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり，その

反面として，他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることにな

ってしまうのであって，到底容認できるものではなく，原告の上記主張も理

由がない。 

（５）以上のとおり，原告の名称権等の侵害を理由とする差止請求及び損害賠償 

請求は，いずれも理由がない。 

３ 結論 

よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理 

由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。 

    札幌地方裁判所民事第３部 

 

           裁判長裁判官   長 谷 川   恭   弘 

 

 

              裁判官   安   江   一   平 

 

 

              裁判官   山   下   智   史 

 

 

※ 別紙は，添付省略 


